
●中止となる行事等があります
・記念講演会　　・納税表彰式（受彰者への表彰は行います）
・年末調整説明会 …………… 

国税・県税に関するお知らせ

　国税庁では、納税者の皆さまに「税」の意義や役割を正しく理解して
いただけるよう、毎年、11月11日から17日までの期間を「税を考える週
間」として、全国的に税についての広報活動を実施しています。
　本年も、「くらしを支える税」をテーマに、税の役割や適正・公平な
課税と徴収に向けた取り組みを紹介します。

　新型コロナウイルスの影響により、外出自体を心配される方もいらっしゃるかもしれません。
　国税手続きには、税務署へ行かなくてもできる手続きがたくさんあります。一例を紹介しますので、ぜひ
ご利用ください。

　 諏訪税務署　総務課　☎57-5210 / 財務課 町民税係　☎62-9122　 諏訪税務署　総務課　☎57-5210 / 財務課 町民税係　☎62-9122問

○テレビ放送
　「クイズ！税金ゼミナール2020」（ＬＣＶ-ＴＶ）
【放映日等】　税を考える週間中に複数回放映
【主　　催】　諏訪税務署管内納税関係団体連絡協議会
【問合せ先】　諏訪税務署　総務課

●税を考える週間　

●自宅でできる税務手続き　

　 諏訪税務署　総務課　☎57-5210　 諏訪税務署　総務課　☎57-5210問

・電話相談センター ………国税局の電話相談員が質問にお答えします。 ☎52-1390 ➡ 音声案内〈２〉を選択
・税務署での相談…………電話による事前予約制でお受けできます。 ☎52-1390 ➡ 音声案内〈１〉を選択
・タックスアンサー………  国税庁ホームページの「タックスアンサー」をご利用ください。

●一般的な税金の相談

・「ダイレクト納付」のご利用
　インターネットを利用して、届出金融口座からご指
定の日にご指定の金額を納付できる手続きです。
・「ＱＲコード」を利用したコンビニ納付のご利用
　国税庁ホームページからＱＲコードを作成し、コン
ビニのレジで現金納付する手続きです。

●税金の納付
インターネットを利用して納税証明書を請求し、郵送
または税務署で受け取ることができる手続きです。
手数料も書面請求に比べ安くなっています。

※詳しくは国税庁ホームページまたは
　上記電話相談センターへおたずねください

●納税証明書の請求

● 個人事業税（後期分）の納期限は11月30日（月）です
　　個人事業税は、個人で製造・請負・物品販売・不動産貸付・医業などの事業を行っている方に課税
される県の税金です。
　　11月中旬に納付書を発送しますので、納期限までにお納めください。最寄りの金融機関やコンビニ
エンスストア、県の指定するインターネットバンキングやＡＴＭによるペイジーでも納付ができます。
　　また、新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な方への徴収猶予特例制度もありますので、
ご相談ください。

○課税・制度に関すること　…………… 長野県南信県税事務所　☎0265-76-6807
○徴収猶予に関すること　……………… 長野県南信県税事務所諏訪事務所　☎57-2906

税務署からのお知らせ

関係資料は源泉徴収義務者に対して別途発送します。なお、年末調整に関
する各種情報は、国税庁ホームページに掲載しています。

・個人事業者等決算説明会 … 決算説明会に代わるものとして、You Tube（国税庁動画チャンネル）に決
算に関する動画の公開を予定しています。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です
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